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計画策定の目的 

 

鴨川市（以下「本市」という。）では、圏域から排出されるし尿及び浄化槽汚泥の処理

を本市所管の鴨川市衛生センター（以下「既存施設」という。）で行っている。 

既存施設は、当初計画処理量 50kL/日として、昭和 56 年度に竣工した。平成６年度には、

浄化槽汚泥の増加対策等のため、膜分離高負荷脱窒素処理方式施設への改造工事を行い、

計画処理量 66kL/日とした。その後、平成 21 年度に大規模改修工事、平成 28 年度に基幹

的設備改良工事を実施し、令和８年度を延命化の目標年度として定期的な設備の整備を行

い、施設の予防保全に務めてきた。しかし、稼動開始から 45 年を経過し、施設の老朽化や

搬入状況の変化への対応が必要となっている。 

このような状況において、本市では令和６年度に鴨川市衛生センター更新事業に係る基

礎調査（以下「基礎調査」という。）を実施し、基礎調査結果を基に施設を汚泥再生処理

センターとして全体更新することとした。 

本施設整備基本計画は、これまでの経緯を踏まえたうえで、全体的、長期的な視点から

施設整備の基本方針について検討し、最新の技術動向及びデータを基に合理性、経済性、

維持管理性等を重視し、新たな施設の整備を効率的かつ効果的なものとするために策定す

るものである。 
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